
□事前協議申請時（正本・副本の2部提出）

必要書類 寄附 申出無 備考

□ 1
狭あい道路事前協議書
（様式第1号）

● ●

□ 2 付近見取図 ● ●

□ 3 配置図（土地利用計画図） ● ● 確認申請添付と同じもの可 

□ 4 委任状 ● ● 代理人申請の場合に必要。

□ 5 公図の写し ●

□ 6 土地の全部事項証明書の写し ●

□ 7 現況写真 ● 後退道路用地を2方向以上から撮影したもの

□ 8
道路後退線確認報告書
（様式第２号）

●

□ 9 承諾書 ●
建築行為をしようとする者（届出者）と後
退道路用地の所有者が異なる場合に必要。

□ 10 誓約書 ●

□ 11 その他必要書類 ●
市より指示がある場合のみ必要。
（敷地求積図　等）

□申請地測量後に提出する書類

必要書類 寄附 申出無 備考

□ 1
道路寄付申出書
（様式第５号）

●

□ 2 印鑑証明書 ● 登記直前に提出

□ 3
登記原因証明情報及び登記承諾
書（様式第６号）

●

□現地協議後に提出する書類

必要書類 寄附 申出無 備考

□ 1
給排水管等移設協議報告書
（様式第８号）

● 給排水設備の移設がある場合のみ

□ 2
舗装工事等協議報告書
（様式第９号）

● 舗装工事がある場合のみ

※提出先は高砂市都市創造部建築住宅課です。（０７９－４４３－９０３５）
※必要に応じ、別途追加図書等を求める場合があります。
※寄附の場合は事前相談をお願いいたします。
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